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(57)【要約】
【課題】半透光部のパターンの形状が微細化しても、被
転写体上のレジストパターンの寸法制御が容易となり、
線幅精度を向上させることができる多階調フォトマスク
及びパターン転写方法を提供すること。
【解決手段】本発明の多階調フォトマスクは、透明基板
上に半透光膜及び遮光膜を有し、前記半透光膜及び前記
遮光膜のパターンにより遮光部、透光部、及び半透光部
が形成された多階調フォトマスクであって、前記多階調
フォトマスクは、平面視において、前記遮光部１１間に
挟まれた半透光部を有し、前記半透光部は、第１透過率
を持つ第１半透光領域１２と、前記遮光部１１と前記第
１半透光領域１２との間に設けられ、前記第１透過率よ
りも高い第２透過率を持つ第２半透光領域１３と、を有
することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板上に半透光膜及び遮光膜を有し、前記半透光膜及び前記遮光膜のパターンによ
り遮光部、透光部、及び半透光部が形成された多階調フォトマスクであって、前記多階調
フォトマスクは、平面視において、離間した２つの前記遮光部間に位置する半透光部を有
し、前記半透光部は、第１透過率を持つ第１半透光領域と、前記２つの遮光部と前記第１
半透光領域との間にそれぞれ設けられ、前記第１透過率よりも高い第２透過率を持つ第２
半透光領域と、を有することを特徴とする多階調フォトマスク。
【請求項２】
　透明基板上に半透光膜及び遮光膜を有し、前記半透光膜及び前記遮光膜のパターンによ
り遮光部、透光部、及び半透光部が形成された多階調フォトマスクであって、前記多階調
フォトマスクは、平面視において、前記半透光部に対する波長３５０ｎｍ～４５０ｎｍの
範囲内の波長域を含む光の光透過強度分布曲線において、前記透光部の露光光透過率を１
００％とし、前記半透光部の幅方向の中央を含み、透過率の変動量が２％以下の領域をプ
ラトー領域とするとき、前記プラトー領域が前記幅の５０％を超えるものであることを特
徴とする多階調フォトマスク。
【請求項３】
　前記第２半透光領域の幅は、前記多階調フォトマスクに対する露光条件における解像限
界以下の寸法であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の多階調フォトマス
ク。
【請求項４】
　前記遮光部間に挟まれた半透光部の幅が３μｍ～６μｍであることを特徴とする請求項
１から請求項３のいずれかに記載の多階調フォトマスク。
【請求項５】
　前記第１半透光領域の透過率と前記第２半透光領域の透過率との間の差分が１０％～５
０％であることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載の多階調フォトマス
ク。
【請求項６】
　前記半透光部の前記透光部に対する位相差が６０°以下であることを特徴とする請求項
１から請求項５のいずれかに記載の多階調フォトマスク。
【請求項７】
　前記第１半透光領域は、透明基板上に形成された第１半透光膜と第２半透光膜の積層に
よってなり、第２半透光膜は、透明基板上に形成された前記第１又は第２半透光膜によっ
てなることにより、前記第２半透光領域は、前記第１半透光領域より透過率が高いことを
特徴とする請求項１から請求項６のいずれかに記載の多階調フォトマスク。
【請求項８】
　前記第１半透光領域は、透明基板上に形成された第１膜厚の半透光膜によってなり、前
記第２半透光領域は、透明基板上に形成された第２膜厚の半透光膜によってなることによ
り、前記第２半透光領域は、前記第１半透光領域より透過率が高いことを特徴とする請求
項１から請求項７のいずれかに記載の多階調フォトマスク。
【請求項９】
　前記多階調フォトマスクは、被転写体上のレジスト膜に、膜厚の異なる部分をもつレジ
ストパターンを形成するものであることを特徴とする、請求項１から請求項８のいずれか
に記載の多階調フォトマスク。
【請求項１０】
　前記多階調フォトマスクは、薄膜トランジスタ用基板製造用のフォトマスクであること
を特徴とする、請求項１から請求項９のいずれかに記載の多階調フォトマスク。
【請求項１１】
　透明基板上に半透光膜及び遮光膜を有し、前記半透光膜及び前記遮光膜のパターンによ
り遮光部、透光部、及び半透光部が形成された多階調フォトマスクの製造方法において、
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平面視において、離間した２つの前記遮光部間に半透光膜を配置し、前記半透光部は、第
１透過率を持つ第１半透光領域と、前記２つの遮光部と前記第１半透光領域との間にそれ
ぞれ設けられ、前記第１透過率よりも高い第２透過率を持つ第２半透光領域とを配置する
ことによって、
前記半透光部の露光光透過率カーブの平坦部を大きくすることを特徴とする、
多階調フォトマスクの製造方法。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１のいずれかに記載の多階調フォトマスクを用いて、被転写体に
形成したレジスト膜における前記半透光部に対応する部分に、前記遮光部又は前記透光部
と異なる膜厚のレジスト膜が形成されるような潜像を、前記レジスト膜に転写することを
特徴とするパターン転写方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像素子、液晶表示装置（Liquid　Crystal　Display：以下、ＬＣＤと呼ぶ
）や半導体装置の製造などに用いられる多階調フォトマスク及びパターン転写方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ＬＣＤの分野において、薄膜トランジスタ液晶表示装置（Thin　Film　Transist
or　Liquid　Crystal　Display：以下、ＴＦＴ－ＬＣＤと呼ぶ）は、ＣＲＴ（陰極線管）
に比較して、薄型にし易く消費電力が低いという利点から、現在商品化が急速に進んでい
る。ＴＦＴ－ＬＣＤは、マトリックス状に配列された各画素にＴＦＴが配列された構造の
ＴＦＴ基板と、各画素に対応して、レッド、グリーン、及びブルーの画素パターンが配列
されたカラーフィルタが液晶層の介在の下に重ね合わされた概略構造を有する。ＴＦＴ－
ＬＣＤでは、製造工程数が多く、ＴＦＴ基板だけでも５枚～６枚のフォトマスクを用いて
製造されていた。このような状況の下、ＴＦＴ基板の製造を４枚のフォトマスクを用いて
行う方法が提案された（例えば非特許文献１）。
【０００３】
　この方法は、遮光部と透光部と半透光部を有する多階調フォトマスク（以下、フォトマ
スクという）を用いることにより、使用するマスク枚数を低減するものである。ここで、
半透光部とは、マスクを使用してパターンを被転写体に転写する際、透過する露光光の透
過量を所定量低減させ、被転写体上のフォトレジスト膜の現像後の残膜量を制御する部分
をいい、そのような半透光部を、遮光部、透光部とともに備えているフォトマスクを多階
調フォトマスクという。
【非特許文献１】「月刊エフピーディ・インテリジェンス（ＦＰＤ Intelligence）」、
１９９９年５月、ｐ．３１－３５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、特にＴＦＴチャネル部のパターンの微細化に伴い、多階調フォトマスクにおいて
もますます微細なパターンが必要とされてきている。例えば、ＴＦＴにおけるソース、ド
レインに対応する部分を遮光部として形成し、該ソース、ドレインの間に位置するチャネ
ル部に相当する部分を半透光部として形成した多階調フォトマスクを使用することができ
る（図３（ｂ）参照）。こうした多階調フォトマスクのＴＦＴチャネル部のパターンにお
けるチャネル幅（Channel Length）に相当する部分、すなわち遮光膜間の半透光部の幅が
７μｍ程度ある場合においては、このマスク使用時の露光機における、該半透光部の透過
光の光強度分布は、図１２に示すようになる。なお、露光機の露光光源としては、例えば
ｇ線（波長４３６ｎｍ）やｉ線（波長３６５ｎｍ）を含む３５０ｎｍ～４５０ｎｍの波長
領域の光源が用いられる。この光強度分布にしたがって、被転写体上のレジスト膜が露光
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され、この後レジストの現像工程を経てレジストパターンが形成される。このため、この
グレートーンマスクの半透光部における光強度分布は、形成されるレジストパターンの形
状に反映することになる。
【０００５】
　一方、半透光部のパターンの形状がさらに微細化し、遮光膜間の半透光部の幅が例えば
３．６μｍとなった場合においては、このマスク使用時の露光機における、該半透光部の
透過光の光強度分布は、図１３に示すようになる。図１３から分かるように、この光強度
分布曲線の形状は、図１２に示す光強度分布曲線の形状の場合と異なり、ピーク付近にプ
ラトー領域（平坦部）がほとんどない。
【０００６】
　一般に、遮光部との境界近傍の半透光部では、露光機の解像度に応じ、光の回折により
所定の傾斜を描くが、半透光部の寸法（幅）が例えば６μｍ以下と小さくなると、露光光
波長や露光機の解像度に対して回折の影響が無視できない程度に大きくなるため、図１３
に示すようなほとんどプラトー領域のない光強度分布形状になるものと考えられる。この
ため、こうしたマスクを用いて露光を行うと、被転写体上のレジスト膜が露光され、現像
工程を経て形成されるレジストパターンには、ほとんどプラトー領域がない正規分布型の
形状が転写される。一般に、得られるレジストパターンの断面は、基板に対して垂直に立
ち上がることが望ましいが、上記のレジストパターンではエッジにテーパー状の断面が形
成され、テーパー角が、チャネル幅が大きかった従来のものに比べて小さく（傾斜が寝る
方向）なる傾向にある。このようなテーパー状の断面形状をもち、ほとんどプラトー領域
がない正規分布型の形状のレジストパターンを用いて、被転写体においてエッチングを行
うと、エッチングにより形成される被加工層のパターン寸法の変化が大きく、パターンの
寸法制御が非常に困難であり、線幅精度が劣化してしまう恐れがある。
【０００７】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、半透光部のパターンの形状が微細化し
ても、被転写体上のレジストパターンが、その後の加工工程の寸法制御を容易とするもの
になり、線幅精度を向上させることができる多階調フォトマスク及びパターン転写方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の多階調フォトマスクは、透明基板上に半透光膜及び遮光膜を有し、前記半透光
膜及び前記遮光膜のパターンにより遮光部、透光部、及び半透光部が形成された多階調フ
ォトマスクであって、前記多階調フォトマスクは、平面視において、離間した２つの前記
遮光部間に位置する半透光部を有し、前記半透光部は、第１透過率を持つ第１半透光領域
と、前記２つの遮光部と前記第１半透光領域との間に設けられ、前記第１透過率よりも高
い第２透過率を持つ第２半透光領域と、を有することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の多階調フォトマスクは、透明基板上に半透光膜及び遮光膜を有し、前記半透光
膜及び前記遮光膜のパターンにより遮光部、透光部、及び半透光部が形成された多階調フ
ォトマスクであって、前記多階調フォトマスクは、平面視において、前記半透光部に対す
る波長３５０ｎｍ～４５０ｎｍの範囲内の波長域を含む光の光透過強度分布曲線において
、前記透光部の露光光透過率を１００％とし、前記半透光部の幅方向の中央を含み、透過
率の変動量が２％以下の領域をプラトー領域とするとき、前記プラトー領域が前記幅の５
０％を超えるものであることを特徴とする。
【００１０】
　これらの構成によれば、遮光膜と半透光膜との間の境界部分、特に、多階調フォトマス
クに対する露光条件における解像限界以下の境界部分の透過率を相対的に高めることがで
き、これにより、光強度分布におけるピークの両側の光強度を高めることができ、結果と
してプラトー領域を含む形状を実現できる。このため、半透光部のパターンの形状が微細
化しても、被転写体上のレジストパターンの寸法制御が容易となり、線幅精度を向上させ
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ることができる。
【００１１】
　本発明の多階調フォトマスクにおいては、前記第２半透光領域の幅は、前記多階調フォ
トマスクに対する露光条件における解像限界以下の寸法であることが好ましい。
【００１２】
　本発明の多階調フォトマスクにおいては、前記遮光部間に挟まれた半透光部の幅が３μ
ｍ～６μｍであることが好ましい。
【００１３】
　本発明の多階調フォトマスクにおいては、前記第１半透光領域の透光率と前記第２半透
光領域の透光率との間の差分が１０％～５０％であることが好ましい。
【００１４】
　本発明の多階調フォトマスクにおいては、前記半透光部の前記透光部に対する位相差が
６０°以下であることが好ましい。
【００１５】
　本発明の多階調フォトマスクにおいては、前記第1半透光領域は、透明基板上に形成さ
れた第1半透光膜と第2半透光膜の積層によってなり、第2半透光膜は、透明基板上に形成
された前記第1又は第2半透光膜によってなることにより、前記第2半透光領域は、前記第1
半透光領域より透過率が高いものとすることができる。
【００１６】
本発明の多階調フォトマスクにおいては　前記第1半透光領域は、透明基板上に形成され
た第1膜厚の半透光膜によってなり、前記第2半透光領域は、透明基板上に形成された第2
膜厚の半透光膜によってなることにより、前記第2半透光領域は、前記第1半透光領域より
透過率が高いものとすることができる。
【００１７】
　本発明の多階調フォトマスクにおいては、前記多階調フォトマスクは、被転写体上のレ
ジスト膜に、膜厚の異なる部分をもつレジストパターンを形成するものであることが好ま
しい。
　本発明の多階調フォトマスクにおいては、薄膜トランジスタ用基板製造用のフォトマス
クであることが好ましい。
【００１８】
　本発明の多階調フォトマスクを製造する方法においては、透明基板上に半透光膜及び遮
光膜を有し、前記半透光膜及び前記遮光膜のパターンにより遮光部、透光部、及び半透光
部が形成された多階調フォトマスクの製造方法において、平面視において、離間した２つ
の前記遮光部間に半透光膜を配置し、前記半透光部は、第１透過率を持つ第１半透光領域
と、前記２つの遮光部と前記第１半透光領域との間にそれぞれ設けられ、前記第１透過率
よりも高い第２透過率を持つ第２半透光領域とを配置することによって、前記半透光部の
露光光透過率カーブの平坦部を大きくすることを特徴とする。
【００１９】
　本発明のパターン転写方法は、上記多階調フォトマスクを用いて、被転写体に形成した
レジスト膜における前記半透光部に対応する部分に、前記遮光部又は前記透光部と異なる
膜厚のレジスト膜が形成されるような潜像を、前記レジスト膜に転写することを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の多階調フォトマスクは、平面視において、離間した２つの前記遮光部間に位置
する半透光部を有し、前記半透光部は、第１透過率を持つ第１半透光領域と、前記２つの
遮光部と前記第１半透光領域との間にそれぞれ設けられ、前記第１透過率よりも高い第２
透過率を持つ第２半透光領域と、を有する、あるいは、平面視において、前記半透光部に
対する波長３５０ｎｍ～４５０ｎｍの範囲内の波長域を含む光の光透過強度分布曲線にお
いて、前記透光部の露光光透過率を１００％とし、前記半透光部の幅方向の中央を含み、
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透過率の変動量が２％以下の領域をプラトー領域とするとき、前記プラトー領域が前記幅
の５０％を超えるものであるので、これを用いて露光したとき、被転写体上のレジストパ
ターンにおいても、十分な平坦部と、立ち上がりのシャープなエッジ断面が得られる。そ
して、このレジストパターンを用いたエッチング加工において、被加工体の寸法制御が容
易となり、線幅精度を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明者は、遮光膜による微細パターンによる半透光部とする多階調フォトマスクにお
いて、図１３のような光強度分布の傾斜を、光強度分布において、よりシャープな立ち上
がりとし、プラトー領域を含む形状とすることを検討した。例えば、半透光部に、露光機
の解像限界以下の遮光パターンを配置することにより、所望の透過率をもつ半透光部とす
る方法が考えられる。この場合、半透光部において、比較的平坦な部分をもつ光強度部分
を得ることはある程度可能である。ただしこの場合、透過光の光強度が低下してしまい、
被転写体のレジスト膜への露光量を自由に選択することが困難である。ここで、半透光部
の適切な透過率とは、透過部における露光光透過率を１００％としたとき、１０％～７０
％の範囲内で、該マスクユーザの所望の露光量である。好ましくは、２０％～６０％の範
囲、より好ましくは３０％～６０％の範囲である。そして、こうした範囲内において、マ
スクユーザの適用するレジスト材料や露光環境などの加工条件に適合するように、広い範
囲で選択できることが肝要である。そこで、光強度を得るために、半透光部の遮光パター
ンのすきま寸法を大きくすると、露光の際に解像してしまい、やはりプラトー領域を含む
形状の光強度分布が得られなくなる。つまり、従来の微細遮光パターンタイプの多階調フ
ォトマスクでは、半透光部のパターンの微細化とプラトー領域を含む形状の光強度分布の
両方を得ることは困難であった。
【００２２】
　本発明者は、プラトー領域のない形状の光強度分布と遮光膜間の半透光膜のパターンと
を鋭意検討し、遮光膜と半透光膜との間の境界部分、特に、多階調フォトマスクに対する
露光条件における解像限界以下の境界部分に着目し、この境界部分の透過率を相対的に高
めることにより、光強度分布におけるピークの両側の光強度を高めることができ、結果と
してプラトー領域を含む形状を実現できることを見出した。
【００２３】
　すなわち、本発明の骨子は、平面視において、離間した２つの前記遮光部間に位置する
半透光部を有し、前記半透光部は、第１透過率を持つ第１半透光領域と、前記２つの遮光
部と前記第１半透光領域との間にそれぞれ設けられ、前記第１透過率よりも高い第２透過
率を持つ第２半透光領域と、を有することにより、半透光部のパターンの形状が微細化し
ても、被転写体上のレジストパターンの形状を、被加工体のエッチング時の寸法制御が容
易となるようにし、、線幅精度を向上させることができる多階調フォトマスクを実現する
ことである。
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施の形態に係る多階調フォトマスクにおけるパターンを示す平面図
である。多階調フォトマスクは、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）の薄膜トランジスタ（Ｔ
ＦＴ）やカラーフィルタ、またはプラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）などの製造工程
で使用されるものである。露光光の照射によって、被転写体上のレジスト膜に、膜厚の異
なる部分をもつレジストパターンを形成するためのものである。図１に示す多階調フォト
マスクにおけるパターンは、遮光部１１間に挟まれた半透光部１２，１３を含むものであ
る。具体的には、多階調フォトマスクの使用時に露光光を遮光（透過率が略０％）させる
遮光部１１と、露光光を略１００％透過させる透光部と、露光光の透過率を２０％～６０
％程度に低減させる半透光部とを有して構成される。これらの遮光部１１、透光部、及び
半透光部は、ガラス基板などの透明基板上に形成された半透光膜及び遮光膜を、それぞれ
パターニングして得られる。図１に示すとおり、該パターンは、左から透光部、遮光部、
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半透光部、遮光部、透光部の順に配列している。以下において、半透光部などの幅は、こ
の配列方向における幅をいう。なお、図１に示す遮光部１１及び半透光部のパターン形状
はあくまでも代表的な一例であって、本発明はこれに限定されない。
【００２５】
　半透光膜を構成する材料としては、クロム化合物、ＭｏＳｉ、Ｓｉ、Ｗ、Ａｌなどが挙
げられる。このうち、クロム化合物には、酸化クロム(ＣｒＯｘ)、窒化クロム(ＣｒＮｘ)
、酸窒化クロム(ＣｒＯｘＮ)、フッ化クロム(ＣｒＦｘ)や、これらに炭素や水素を含むも
のがある。また、遮光膜を構成する材料としては、Ｃｒ、Ｓｉ、Ｗ、Ａｌなどが挙げられ
る。遮光部１１の透過率は、遮光膜の膜材質と膜厚との選定によって設定される。また、
半透光部の透過率は、半透光膜の膜材質と膜厚との選定によって設定される。
【００２６】
　半透光部は、第１透過率を持つ第１半透光領域１２と、遮光部１１と第１半透光領域１
２との間に設けられ、第１透過率よりも高い第２透過率を持つ第２半透光領域１３と、を
有する。このように、第１半透光領域１２の外側に第１透過率よりも高い第２透過率を持
つ第２半透光領域１３を設けることにより、第１半透光領域１２の外側（両側）の領域の
透過率を相対的に高めることができる。そして、この第２半透光領域１３の幅を、多階調
フォトマスクに対する露光条件における解像限界以下の寸法であることが好ましい。この
ようにすることで、第２半透光領域の形状がそのまま解像されるのではなく、半透光部の
透過率を高め、光強度分布の立ち上がりを急峻にすることができる。すなわち、図２に示
すように、この多階調フォトマスクは、光強度分布の半透光部においてプラトー領域Ｐを
含む形状を有している。ここで、光強度分布の半透光部においてプラトー領域Ｐを含むと
は、半透光部に対する波長３５０ｎｍ～４５０ｎｍの範囲内の波長域を含む光の光透過強
度分布曲線において、透光部の露光光透過率を１００％とし、半透光部の幅方向の中央を
含み、透過率の変動量が２％以下の領域をプラトー領域とするとき、プラトー領域が幅Ａ
の５０％を超えるものであることをいう。
【００２７】
　上記のように、第２半透光領域１３の幅は、多階調フォトマスクに対する露光条件にお
ける解像限界以下の寸法であることが好ましく、半透光部の寸法に応じて決定される。例
えば、６μｍ以下の幅の半透光部に対しては、第２半透光領域１３の幅が２μｍ以下、好
ましくは１μｍ以下０．１μｍ以上であることが好ましい。この場合の露光条件とは、露
光光源波長、使用する露光機の解像度などである。本発明の多階調フォトマスクは、露光
波長が３５０ｎｍ～４５０ｎｍ（ｉ線～ｇ線）用のものとして好適である。なお、本発明
は、多階調フォトマスクに適用する露光機が、開口数ＮＡが０．１～０．０７程度の光学
系を有するものである場合に顕著な効果が得られる。
【００２８】
　さらに、半透光部において透過光の光強度分布がプラトー領域Ｐを含む形状となるよう
に、半透光部の幅Ａに対する第２半透光領域１３の幅について考慮することが好ましい。
第２半透光領域１３の幅は、一方が（２／５）Ａ以下（両側を足すと（４／５）Ａ以下）
とすることが好ましい。より好ましくは、第２半透光領域１３の幅は、一方が（１／４）
Ａ以下である。特に、一方が（１／１０）Ａ（両側（１／５）Ａ）以上が好ましい。なお
、第１半透光領域１２の両側の第２半透光領域１３の幅は略同じであることが望ましいが
、本発明の効果を損わない限りにおいては異なっていても良い。
【００２９】
　遮光部１１間に挟まれた半透光部の幅は、得ようとするTFTの動作速度、及び多階調マ
スクの加工性を考慮すると、３μｍ～６μｍであることが好ましい。また、第１半透光領
域１２の透過率と第２半透光領域１３の透過率との間の差分は、大型マスク用露光機の光
学系が有する解像度のもと、図2に示すような平坦部をもつ釣鐘型の透過率カーブを得る
ことを考慮すると、１０％～５０％であることが好ましい。さらに、半透光部の透光部に
対する位相差は、チャネル部の上下に暗線が生じないことが好ましい点を考慮すると、６
０°以下であることが好ましい。
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【００３０】
　遮光部、透光部及び半透光部を含む転写パターンをもつ３階調のフォトマスクを用いて
露光し、被転写体上のレジスト膜にパターンを転写するとき、レジスト膜の受ける光強度
分布は、おおよそ図３（ａ）に示すような形状となる。図３（ａ）は、図３（ｂ）に示す
遮光部Ａに挟まれた半透光部Ｂの透過率曲線を示す。したがって、被転写体上に形成され
るレジストパターンは、図３（ａ）を上下反転したような形状となり、そのすり鉢状の極
小値が、例えばレジスト残膜値（Ｒｔ）に対応する。このようなレジストパターンを用い
て、エッチング加工により薄膜を加工しようとしたとき、レジストパターンの断面は略矩
形、すなわち立ち上がりが垂直であることが好ましい。これは、レジストパターンを減膜
し、これをマスクとして、下層側の薄膜をエッチングする際に、寸法精度高く加工できる
からである。このため、例えば、光強度変化に対して、鋭敏な感光性をもつレジスト材を
用いることが考えられる。しかしながら、このようなレジスト材は、僅かな露光量変化に
よって残膜値が変化するので、結局、レジストパターンの形状が不安定になるので望まし
くない。
【００３１】
　そこで、レジストの感光特性を変えずに、マスクの性能で、レジストパターン断面形状
の垂直性（立ち上がりの急峻さ）を高くすることが求められる。すなわち、線幅が狭い領
域、例えばＴＦＴのチャネル部に対応する（遮光部に挟まれた半透光部を持つパターン）
部分のレジストパターン形状を考えたとき、ボトム領域の面積が大きいほど良く、壁面は
極力急峻に立ち上がる垂直面であることが望まれる。本発明のように、異なる膜透過率を
持つ複数の半透光部を用いることにより、所望の透過率の半透光部を設計することができ
、設計の自由度が広がる。
【００３２】
　半透光部における第１半透光領域１２及び第２半透光領域１３の膜構成については、特
に限定されないが、例えば、図４（ａ）～（ｃ）に示す構成が挙げられる。図４（ａ）に
示す構成は、透明基板１０上に半透光膜１４が形成されており、半透光膜１４の半透光部
において半透光膜１４の厚さが異なっている構成、すなわち、第２半透光領域１３の膜厚
が相対的に薄く（透過率高）、第１半透光領域１２の膜厚が相対的に厚く（透過率低）、
遮光部１１に遮光膜を設けた構成である。すなわち、この構成の半透光部は、一つの膜で
構成されており、その厚さを変えることにより第１半透光領域１２及び第２半透光領域１
３を形成している。
【００３３】
　図４（ｂ）に示す構成は、透明基板１０上に半透光膜１４が形成されており、半透光膜
１４の半透光部の第１半透光領域１２上に他の半透光膜１５を設け、遮光部１１に遮光膜
を設けた構成である。すなわち、この構成の半透光部は、二つの半透光膜１４，１５で構
成されており、一つの半透光膜１４で第２半透光領域１３を構成し（透過率高）、二つの
半透光膜１４，１５の積層膜で第１半透光領域１２を構成している（透過率低）。
【００３４】
　図４（ｃ）に示す構成は、透明基板１０上に半透光膜１４が形成されており、半透光膜
１４の半透光部の第１半透光領域１２上に他の半透光膜１５を設け、遮光部１１に遮光膜
を設けた構成である。すなわち、この構成の半透光部は、二つの半透光膜１４，１５で構
成されており、一つの半透光膜１５で第２半透光領域１３を構成し（透過率高）、二つの
半透光膜１４，１５の積層膜で第１半透光領域１２を構成している（透過率低）。
【００３５】
　図４（ａ）に示す構造は、例えば、図５（ａ），（ｂ）に示す工程により製造すること
ができる。なお、図４（ａ）に示す構造の製造方法は、これらの方法に限定されるもので
はない。ここでは、半透光膜１４の材料をモリブデンシリサイドとし、遮光膜の材料をク
ロムとする。また、以下の説明において、レジスト層を構成するレジスト材料、エッチン
グの際に用いるエッチャント、現像の際に用いる現像液などは、従来のフォトリソグラフ
ィ及びエッチング工程において使用できるものを適宜選択する。例えば、エッチャントに
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関しては、被エッチング膜を構成する材料に応じて適宜選択し、現像液に関しては、使用
するレジスト材料に応じて適宜選択する。
【００３６】
　図５（ａ）に示すように、透明基板１０上に半透光膜１４を形成し、その上に遮光膜を
形成し、その後、第２半透光領域１３の半透光膜１４が露出するように遮光膜をパターニ
ングする。次いで、図５（ｂ）に示すように、パターニングされた遮光膜をマスクにして
半透光膜１４をエッチングして膜厚を薄くする。その後、第１半透光領域１２の遮光膜を
除去する。
【００３７】
　図４（ｂ）に示す構造は、例えば、図６（ａ）～（ｃ）に示す工程により製造すること
ができる。なお、図４（ｂ）に示す構造の製造方法は、これらの方法に限定されるもので
はない。ここでは、半透光膜１４の材料をモリブデンシリサイドとし、半透光膜１５の材
料を酸化クロムとし、遮光膜の材料をクロムとする。また、以下の説明において、レジス
ト層を構成するレジスト材料、エッチングの際に用いるエッチャント、現像の際に用いる
現像液などは、従来のフォトリソグラフィ及びエッチング工程において使用できるものを
適宜選択する。例えば、エッチャントに関しては、被エッチング膜を構成する材料に応じ
て適宜選択し、現像液に関しては、使用するレジスト材料に応じて適宜選択する。
【００３８】
　図６（ａ）に示すように、透明基板１０上に半透光膜１４を形成し、その上に遮光膜を
形成し、その後、半透光部の半透光膜１４が露出するように遮光膜をパターニングする。
次いで、図６（ｂ）に示すように、全面に半透光膜１５を形成し、その上にレジスト膜１
６を形成する。その後、第１半透光領域１２を露光してレジストを硬化させる（図中の参
照符号１６ａ）。次いで、図６（ｃ）に示すように、レジストを現像し、残存したレジス
ト膜をマスクにして半透過膜１５をエッチングする。
【００３９】
　図４（ｃ）に示す構造は、例えば、図７（ａ）～（ｇ）に示す工程により製造すること
ができる。なお、図４（ｃ）に示す構造の製造方法は、これらの方法に限定されるもので
はない。ここでは、半透光膜１４の材料をモリブデンシリサイドとし、半透光膜１５の材
料を酸化クロムとし、遮光膜の材料をクロムとする。また、以下の説明において、レジス
ト層を構成するレジスト材料、エッチングの際に用いるエッチャント、現像の際に用いる
現像液などは、従来のフォトリソグラフィ及びエッチング工程において使用できるものを
適宜選択する。例えば、エッチャントに関しては、被エッチング膜を構成する材料に応じ
て適宜選択し、現像液に関しては、使用するレジスト材料に応じて適宜選択する。
【００４０】
　図７（ａ）に示すように、透明基板１０上に半透光膜１４を形成し、その上に遮光膜を
形成し、その後、半透光部の半透光膜１４が露出するように遮光膜１１をパターニングす
る。次いで、図７（ｂ）に示すように、全面にレジスト膜１６を形成する。その後、第１
半透光領域１２を露光してレジストを硬化させる（図中の参照符号１６ａ）。次いで、図
７（ｃ）に示すように、レジストを現像し、図７（ｄ）に示すように、残存したレジスト
膜をマスクにして半透過膜１４をエッチングする。
【００４１】
　図７（ｅ）に示すように、全面に半透光膜１５を形成し、その上にレジスト膜１６を形
成する。その後、半透光部を含む領域を露光してレジストを硬化させる（図中の参照符号
１６ｂ）。次いで、図７（ｆ）に示すように、レジストを現像し、図７（ｇ）に示すよう
に、残存したレジスト膜をマスクにして半透過膜１５をエッチングする。
【００４２】
　このような本発明の多階調フォトマスクの半透光部における光強度分布は、本発明の多
階調フォトマスクを用いて被転写体のレジスト膜を露光し、現像工程を経て形成されるレ
ジストパターンの形状にも反映される。すなわち、本発明の多階調フォトマスクを用いて
、被転写体に形成したレジスト膜における前記半透光部に対応する部分に、前記遮光部又
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は前記透光部と異なる膜厚のレジスト膜が形成されるような潜像を、前記レジスト膜に転
写する場合において、多階調フォトマスクにおける幅Ａの前記半透光部に対応する部分に
おいて、前記透光部又は遮光部に対応する、現像後のレジスト膜厚を１００％とし、前記
半透光部に対応する現像後のレジスト膜の幅方向の中央を含み、膜厚変動が２％以下の領
域をプラトー領域とするとき、前記プラトー領域の幅が前記幅Ａの５０％を超えるもので
あるレジストパターンを形成することができる。
【００４３】
　したがって、本発明の多階調フォトマスクを用いて、半透光部を被転写体のレジスト膜
に転写したときに、略一定膜厚の平坦部を有し、かつ所望の膜厚範囲のレジストパターン
を形成することができる。これにより、被転写体に形成するパターンの寸法制御がし易く
なり、パターンの線幅精度が向上する。
【００４４】
　また、本発明によれば、上記説明した効果に加え、従来の遮光膜による微細パターンを
形成した半透光部（微細パターンタイプの多階調フォトマスク）と比べて、半透光部のパ
ターン（半透光膜で形成される半透光膜形成部）の許容される線幅範囲が広く、マスク製
作時の線幅管理が容易である。したがって、量産上の利点が大きい。更に、マスクユーザ
が、適用しようとする加工プロセス（レジスト素材、現像条件、エッチング条件など）を
考慮したときに、所望の高さのレジストパターンを得るための、所望の透過率をもつマス
クを得ることができる。この設計は、半透光部に含まれる2種の半透光領域の透過率を、
それぞれ所望のものに設定すれば良い。また、本発明によれば、デバイス製造に極端に高
解像度（光ＮＡ）の露光機を用意する必要がなく、現行の露光機を使用しても、ＴＦＴチ
ャネル部の微細化に十分対応できるので、デバイス製造において大きな利点である。
【００４５】
　次に、本発明の効果を明確にするために行った実施例について説明する。
（実施例）
　図１に示すパターンにおいて、半透光部の幅を３．６μｍとし、第２半透光領域１３の
幅をそれぞれ０．８μｍ（第１半透光領域１２の幅が２．０μｍ）とした半透光部を有す
る多階調フォトマスクを上記の方法により作製した。このとき、パターンの構成は、図４
（ｂ）に示す構成とし、遮光膜を構成する材料としてクロムを用い、第２半透光領域１３
を構成する材料としてＭｏＳｉを用い、第１半透光領域１２を構成する積層膜のもう一方
の半透光膜を構成する材料として酸化クロムを用いた。また、第１半透光領域１２の透過
率が４５％となり、第２半透光領域１３の透過率が２５％となるように半透光膜の厚さを
調整した。尚、ここでいう半透光膜の透過率とは、膜固有の透過率であり、後述する実効
透過率ではない。
【００４６】
　このような多階調フォトマスクを用いて被転写体上のレジスト膜にパターン転写を行っ
たときの実効透過率ＴＡのカーブを図８（ａ），（ｂ）（図８（ｂ）は図８（ａ）の部分
拡大を示す）に示す。実際に形成されるレジストパターンの残膜値のレンジを直接的に支
配するものとして実効透過率を挙げることができる。残膜値の管理を実効透過率の管理で
行うことにより、狭い幅のパターンを有する場合においても、常に安定して所望の残膜値
のレジストパターンを得ることができる。
【００４７】
　ここで、実効透過率とは、マスクを実際に透過する露光光の透過率を、透光部（露光機
の解像度に対して十分に広いもの）の透過率を100％としたときの、所定部分の透過率。
パターン幅が小さくなると、回折の影響を受け、隣接するパターンの影響を受けて透過率
が変化するが、そのような影響を反映させた透過率である。実効透過率は、膜固有の透過
率に加えて光学条件やパターンデザインを考慮した指標であるので、残膜値の状況を正確
に反映した指標であり、残膜値の管理のための指標として適切なものである。なお、所定
の半透光部の実効透過率としては、半透光部を透過する光強度分布において最大値を持つ
部分の透過率とすることもできる。これは、例えばこのフォトマスクを使用して、被転写
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体上にポジレジストのレジストパターンを形成したとき、半透光部に生じるレジスト残膜
値の最小値と相関を持つからである。このようなレンジ管理については、例えば、薄膜ト
ランジスタのチャネル領域の幅が５μｍ以下であるときに特に有効である。
【００４８】
　上記の実効透過率を測定する手段としては、露光機による露光条件を再現、又は近似さ
せることが好ましい。そのような装置としては、例えば図９に示す装置が挙げられる。こ
の装置は、光源２１と、光源２１からの光をフォトマスク２３に照射する照射光学系２２
と、フォトマスク２３を透過した光を結像させる対物レンズ系２４と、対物レンズ系２４
を経て得られた像を撮像する撮像手段２５とから主に構成されている。
【００４９】
　光源２１は、所定波長の光束を発するものであり、例えば、ハロゲンランプ、メタルハ
ライドランプ、ＵＨＰランプ（超高圧水銀ランプ）などを使用することができる。例えば
、マスクを使用する露光機を近似する分光特性をもつ光源と使用することができる。
【００５０】
　照射光学系２２は、光源２１からの光を導きフォトマスク２３に光を照射する。この照
射光学系２２は、開口数（ＮＡ）を可変とするため、絞り機構（開口絞り２７）を備えて
いる。この照射光学系２２は、フォトマスク２３における光の照射範囲を調整するための
視野絞り２６を備えていることが好ましい。この照射光学系２２を経た光は、マスク保持
具２３ａにより保持されたフォトマスク２３に照射される。この照射光学系２２は筐体３
３内に配設される。
【００５１】
　フォトマスク２３はマスク保持具２３ａによって保持される。このマスク保持具２３ａ
は、フォトマスク２３の主平面を略鉛直とした状態で、このフォトマスク２３の下端部及
び側縁部近傍を支持し、このフォトマスク２３を傾斜させて固定して保持するようになっ
ている。このマスク保持具２３ａは、フォトマスク２３として、大型（例えば、主平面が
１２２０ｍｍ×１４００ｍｍ、厚さ１３ｍｍのもの、又はそれ以上のもの）、かつ、種々
の大きさのフォトマスク３を保持できるようになっている。なお、略鉛直とは、図９中θ
で示す鉛直からの角度が約１０度以内を意味する。フォトマスク２３に照射された光は、
このフォトマスク２３を透過して、対物レンズ系２４に入射される。
【００５２】
　対物レンズ系２４は、例えば、フォトマスク２３を透過した光が入射され、この光束に
無限遠補正を加えて平行光とする第１群（シミュレータレンズ）２４ａと、この第１群を
経た光束を結像させる第２群（結像レンズ）２４ｂとから構成される。シュミレータレン
ズ２４ａは、絞り機構（開口絞り２７）が備えられており、開口数（ＮＡ）が可変となっ
ている。対物レンズ系２４を経た光束は、撮像手段２５により受光される。この対物レン
ズ系２４は筐体３３内に配設される。
【００５３】
　この撮像手段２５は、フォトマスク２３の像を撮像する。この撮像手段２５としては、
例えば、ＣＣＤなどの撮像素子を用いることができる。
【００５４】
　この装置においては、照射光学系２２の開口数と対物レンズ系２４の開口数とがそれぞ
れ可変となっているので、照射光学系２２の開口数の対物レンズ系２４の開口数に対する
比、すなわち、シグマ値（σ：コヒレンシ）を可変することができる。
【００５５】
　また、この装置においては、撮像手段２５によって得られた撮像画像についての画像処
理、演算、所定の閾値との比較及び表示などを行う演算手段３１、表示手段３２を有する
制御手段３４及び筐体３３の位置を変える移動操作手段３５が設けられている。このため
、得られた撮像画像、又は、これに基づいて得られた光強度分布を用いて、制御手段によ
って所定の演算を行い、他の露光光を用いた条件下での撮像画像、又は光強度分布や透過
率を求めることができる。
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【００５６】
　このような構成を有する図９に示す装置は、ＮＡとσ値が可変となっており、光源の線
源も変えることができるので、種々の露光機の露光条件を再現することができる。一般に
液晶装置製造用などの大型フォトマスクの露光装置を簡易的に近似させる場合には、ｉ線
、ｈ線、ｇ線による光強度を同等とした照射光を用い、露光光学系としてＮＡが０．０８
程度、照射系と対物系のＮＡ比であるコヒレンシーσが０．８程度の条件を適用すれば良
い。
【００５７】
　上記を考慮し、本発明においては、パターン形状と用いる半透光膜に基づき、（好まし
くは露光機の光源波長分布、光学系の条件も考慮し）、実際に得ようとするフォトマスク
の透過率（実効透過率）から、使用する半透光膜の透過率（十分に広い面積における透過
率）を算定し、フォトマスクの設計を行うことが好ましい。
【００５８】
　図８（ａ），（ｂ）から分かるように、多階調フォトマスクにおける幅Ａの前記半透光
部に対応する部分において、前記透光部又は遮光部に対応する、現像後のレジスト膜厚を
１００％とし、前記半透光部に対応する現像後のレジスト膜の幅方向の中央を含み、膜厚
変動が２％以下の領域をプラトー領域とするとき、前記プラトー領域の幅が前記幅Ａの５
０％を超えるレジストパターンを形成することができると考えられる。
【００５９】
（比較例）
　図１に示すパターンにおいて、半透光部の幅を３．６μｍとし、半透光部を透過率が４
０％である半透光膜（ＭｏＳｉ膜）で構成すること以外実施例と同様にして多階調フォト
マスクを作製した。このような多階調フォトマスクを用いて被転写体上のレジスト膜にパ
ターン転写を行ったときの実効透過率ＴＡのカーブを図８（ａ），（ｂ）に示す。図８（
ａ），（ｂ）から分かるように、多階調フォトマスクにおける幅Ａの前記半透光部に対応
する部分においてプラトー領域がない形状であるレジストパターンとなった。
【００６０】
　次に、本発明の多階調マスクを用いたＴＦＴ基板の製造工程の一例を図１０及び図１１
を用いて説明する。ガラス基板４１上に、ゲート電極用金属膜を形成し、フォトマスクを
用いたフォトリソプロセスによりゲート電極４２を形成する。次いで、ゲート絶縁膜４３
、第１半導体膜４４（ａ－Ｓｉ）、第２半導体膜４５（Ｎ＋ａ－Ｓｉ）、ソースドレイン
用金属膜４６、及びポジ型フォトレジスト膜４７を形成する（図１０（ａ））。次いで、
図１０（ｂ）に示すように、遮光部５１と透光部５２と半透光部５３とを有する多階調フ
ォトマスク５０を用いて、ポジ型フォトレジスト膜４７を露光し、現像することにより、
ＴＦＴチャネル部及びソースドレイン形成領域と、データライン形成領域とを覆い、かつ
チャネル部形成領域がソースドレイン形成領域よりも薄い第１レジストパターン４７ａを
形成する。
【００６１】
　次いで、図１０（ｃ）に示すように、第１レジストパターン４７ａをマスクとして、ソ
ースドレイン金属膜４６及び第２半導体膜４５、第１半導体膜４４をエッチングする。次
いで、図１１（ａ）に示すように、チャネル部形成領域の薄いレジスト膜を酸素によるア
ッシングにより除去し、第２レジストパターン４７ｂを形成する。次いで、図１１（ｂ）
に示すように、第２レジストパターン４７ｂをマスクとして、ソースドレイン用金属膜４
６をエッチングし、ソース／ドレイン４６ａ，４６ｂを形成し、次いで、第２半導体膜４
５をエッチングし、最後に、図１１（ｃ）に示すように、残存した第２レジストパターン
４７ｂを剥離する。
【００６２】
　このように、本発明の多階調フォトマスクを用いて、ＴＦＴパターンをレジスト膜に転
写すると、略一定膜厚の平坦部を有し、かつ所望の膜厚範囲のレジストパターンを形成す
ることができるので、被転写体に形成するＴＦＴパターンの寸法制御がし易くなり、ＴＦ
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【００６３】
　本発明は上記実施の形態に限定されず、適宜変更して実施することができる。上記実施
の形態における部材の個数、サイズ、処理手順などは一例であり、本発明の効果を発揮す
る範囲内において種々変更して実施することが可能である。その他、本発明の目的の範囲
を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の実施の形態に係る多階調フォトマスクを示す平面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る多階調フォトマスクにおける半透光部の波長３６５ｎ
ｍ～４３６ｎｍに対する光透過強度分布曲線を示す図である。
【図３】（ａ）は透過率曲線を示す図であり、（ｂ）は遮光部と半透光部を含むパターン
を示す図である。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の形態に係る多階調フォトマスクの構成を示す
図である。
【図５】（ａ），（ｂ）は、図４（ａ）に示す構成の製造工程を説明するための図である
。
【図６】（ａ）～（ｃ）は、図４（ｂ）に示す構成の製造工程を説明するための図である
。
【図７】（ａ）～（ｇ）は、図４（ｃ）に示す構成の製造工程を説明するための図である
。
【図８】（ａ），（ｂ）は、本発明の実施の形態に係る多階調フォトマスク及び従来の多
階調フォトマスクを用いて被転写体上のレジスト膜にパターン転写を行ったときの実効透
過率を示す図である。
【図９】実効透過率を測定するための装置の概略構成を示す図である。
【図１０】（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の形態に係る多階調フォトマスクを用いたＴ
ＦＴ基板の製造工程を説明するための図である。
【図１１】（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の形態に係る多階調フォトマスクを用いたＴ
ＦＴ基板の製造工程を説明するための図である。
【図１２】従来の多階調フォトマスクにおける半透光部の波長３６５ｎｍ～４３６ｎｍに
対する光透過強度分布曲線を示す図である。
【図１３】従来の多階調フォトマスクにおける半透光部の波長３６５ｎｍ～４３６ｎｍに
対する光透過強度分布曲線を示す図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１０　ガラス基板
　１１　遮光部
　１２　第１半透光領域
　１３　第２半透光領域
　１４，１５　半透光膜
　１６　レジスト膜
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】

【図６】



(15) JP 2010-32737 A 2010.2.12

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(16) JP 2010-32737 A 2010.2.12
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